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７ 財産の取得の件（戸籍事務情報システム） ５月 12 日 原案可決 
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３ 専決処分報告の件（上富良野町税条例の一部を改正する条例） ５月 12 日 報  告 
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午前 ９時００分 開会 
（出席議員 １４名） 

 

◎開会宣告・開議宣告 

○議長（西村昭教君） 御出席まことに御苦労に存じま

す。ただ今の出席議員は、１４名でございます。 

これより平成２０年第１回上富良野町議会臨時会を

開会いたします。 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布のとおり

であります。 

 

 

◎議会運営等諸般の報告 

○議長（西村昭教君） 日程に入るに先立ち、議会運営

等諸般の報告をいたさせます。 

事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 御報告申し上げます。 

今臨時会は、５月９日に告示され、同日議案等の配布

をいたしました。 

 今臨時会の会期、日程等その内容は、お手元に配布の

議事日程のとおりであります。 

 今臨時会に提出の案件は、町長から提出の議案第１号

ないし議案第７号の７件、報告第１号ないし報告第３号

の３件であります。 

今臨時会の議案説明のため、町長以下関係者の出席を求

め、別紙配布のとおり出席いたしております。 

以上です。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって議会運営等諸般の

報告を終わります。 

 

  

◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（西村昭教君） 日程第１ 会議録署名議員の指

名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、

議長において、 

９番 中 村 有 秀 君 

１０番 和 田 昭 彦 君 

を指名いたします。 

 

 

◎日程第２ 会期決定の件 

○議長（西村昭教君） 日程第２ 会期決定の件を議題

といたします。お諮りいたします。 

本臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。よって、

会期は、本日１日間と決しました。 

 

 

◎日程第３ 報告第３号 

○議長（西村昭教君） 日程第３ 報告第３号専決処分

報告の件（上富良野町税条例の一部を改正する条例）の

報告を行います。本件の報告を求めます。町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） 只今、上程いただきま

した、専決処分の報告の件につきまして概要を説明申し

上げます。 

国におけます平成２０年度の税制改正法案の成立が、

２０年３月末になりますことから３月定例議会におき

まして、町税条例の一部を改正する条例につきまして町

長の専決処分事項としての議決をいただきましたが、今

年度につきましては、税制改正法案が２月２９日衆議院

において可決後に参議院へ送付されましたが、参議院に

おいては法案送付後６０日が経過してもなお、議決がさ

れない状況でありましたことから、衆議院において４月

３０日再可決され同法案が成立し、同日公布されたとこ

ろです。これを受けまして、条例の公布日が法律の公布

日と同一日となるよう、直ちに改正条例の交付をする必

要があるため、平成２０年４月３０日をもちまして、町

税条例の一部を改正する条例の専決処分をいたしまし

たので御報告を申し上げます。 

今回の町税条例の一部改正につきまして、その主な改

正点を御説明申し上げます。第１点目としまして、「個

人住民税における寄附金税制の抜本的な拡充（いわゆる、

ふるさと納税関連）」による改正であります。第２点目

としまして、上場株式等の配当・譲渡益軽減税率の廃止

及び損益通算の拡大による改正であります。第３点目と

しまして、公益法人制度改革への対応による改正であり

ます。第４点目としまして、省エネ改修を行った住宅に

係る固定資産税の減額措置の創設に係る特例措置の創

設であります。第５点目としまして、平成２１年度から

実施されます個人町民税の特別徴収に係る改正であり

ます。以上が主な改正点であります。 

以下議案を朗読し御説明申し上げます。 

報告第３号、専決処分の報告の件、地方自治法第１８

０条第１項の規定により、議会において指定されている

次の事項について、別紙のとおり専決処分したので、同

条第２項の規定により報告する。１ 処分事項 上富良

野町税条例の一部を改正する条例、次の頁をお開き願い

ます。専決処分書、地方自治法第１８０条第１項の規定

に基づき、議会の議決により指定された町長の専決処分
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事項について、次のとおり専決処分する。記、１、上富

良野町税条例の一部を改正する条例。平成２０年４月３

０日、上富良野町長 尾岸孝雄。次の頁をお開き願いま

す。上富良野町税条例（昭和２９年上富良野町条例第１

０号）の一部を次のように改正する。 

 以下につきまして、今回は大量の改正条文となります

ために、条例の朗読を省略させていただき、その主な改

正点のみ内容の説明をいたしますので、御了承願いたい

と思います。第１９条は、公的年金等の所得に係る個人

の町民税の特別徴収に係る条文の追加による条文の整

備であります。第２３条は、法人の均等割の税率に係る

条文の改正による条文の整備であります。第３１条は、

法人町民税の均等割における改正及び一般社団法人・一

般財団法人、公益社団法人・公益財団法人については、

最低税率で課税することを規定したものです。また、人

格のない社団等及び資本金の額が明確でない公益法人

については、最低税率を課すことを明確化したものであ

ります。次のペ－ジをごらんください。第３３条、第３

４条の２、第３４条の６については、条文の追加による

条文の整備であります。第３４条の７は、個人町民税に

おける寄附金税制の拡充に関する条文の追加でありま

す。 

 寄附金税制拡充の一点目は、寄附金税制全体の見直し

でありまして、その内容は、１ 寄附金控除の対象に、

所得税の寄附金控除の対象の中から、都道府県又は市町

村が住民の福祉の増進に寄与する寄附金として条例で

定めるものを追加。２ 寄附金税制全体について、現行

の所得控除方式を税額控除方式に改める。３ 寄附金控

除の控除対象限度額を、現行の総所得金額等の２５％か

ら３０％に引き上げる。４ 寄附金控除の適用下限額を、

現行１０万円から５千円に引き下げる。ことの条文を追

加するものです。 

 次に、寄附金税制拡充の二点目は、地方公共団体に対

する寄附金税制（いわゆる「ふるさと納税」）の創設で

ありまして、その内容といたしましては、 

１ 寄附金の控除の対象となる地方公共団体の範囲は、

出生地や過去の居住地などに限定せず、全ての都道府県

又は市区町村を対象とする。２ 現行の所得控除方式を

改め、税額控除方式とし、寄附金のうち適用下限額を超

える部分について所得税と合わせて全額が控除される

ように設定する。３ 特例控除額の上限は個人住民税所

得割の１割を上限とする。４ 特例控除額に係る適用下

限額については、５，０００円とする。ことの条文を追

加するものです。１ペ－ジめくっていただきまして、第

３６条の２は、他条文の改正及び追加による条文の整備

であります。第３８条、第４１条、第４４条、次のペー

ジの第４５条、第４６条、第４６条の２及び第４７条は、

町民税の特別徴収に係る条文の追加及び修正による条

文の整備であります。第４７条の２、第４７条の３、次

のページの第４７条の４、第４７条の５及び第４７条の

６は、公的年金等の所得に係る個人の町民税の特別徴収

に係る条文の追加でありまして、その内容といたしまし

ては、１ 特別徴収の対象者は、老齢基礎年金等を受給

している６５歳以上の者で、公的年金等に係る所得割額

と均等割額が特別徴収の対象となること。２ 制度導入

の初年度の平成２１年度においては、同年１０月以降支

払われる特別徴収対象年金給付から特別徴収を実施す

ること。また、平成２２年度以降については、４月１日

から９月３０日までは仮徴収、１０月１日から翌年３月

３１日までは本徴収となること。の条文を追加するもの

です。次の頁をごらんください。第４８条、第５０条、

第５１条、第５４条、第５６条及び第１３１条は、地方

税法の改正よる条文の整備であります。１ペ－ジめくっ

ていただきまして、附則第４条の２は、公益法人制度改

革に伴う改正であります。 

附則第５条、附則第６条、附則第７条及び附則第７条

の３は、地方税法の改正及び追加よる条文の整備であり

ます。附則第７条の４は、寄附金税制の特例に関する条

文の追加であります。次の頁をごらんください。附則第

８条は、肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例

の適用期限を平成２２年度分から３年間延長すること

の条文の整備であります。附則第１０条の２は、住宅の

省エネ改修に係る固定資産税の減額措置の創設であり

まして、その内容といたしましては、平成２０年４月１

日から平成２２年３月３１日までの間で行われた改修

工事で、１ 窓の改修工事（二重サッシ化、複層ガラス

化など）又は窓の改修工事と併せて行う床、天井又は壁

の断熱改修工事であること、２ 改修費用が３０万円以

上のものであること、３ 改修工事により改修をした当

該部位が、新たに省エネ基準に適合するものについて、

工事が行われた年の翌年の１月１日を賦課期日とする

年度の家屋に係る固定資産税について、税額の３分の１

を減額することの条文の追加であります。附則第１６条

の３は、上場株式等に係る申告分離選択課税の創設によ

る条文の追加であります。１ペ－ジめくっていただきま

して、附則第１６条の４、次のページの附則第１７条、

附則第１８条、附則第１９条及び附則第１９条の２は、

地方税法の改正及び追加よる条文の整備であります。附

則第１９条の３は、上場株式等の譲渡所得等に係る軽減

税率の原則廃止の規定であります。１ペ－ジめくってい

ただきまして、附則第１９条の５は、上場株式等に係る

譲渡損失の損益通算の特例の創設による条文の追加で
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あります。次の頁をごらんください。附則第２０条、附

則第２０条の２、附則第２０条の４及び附則第２０条の

５は、地方税法改正及び追加による条文の整備でありま

す。１ペ－ジめくっていただきまして、附則第２１条は、

公益法人制度改革による条文の追加であります。附則別

表は、寄附金税制の条文第３４条の７の別表の追加であ

ります。附則第1条では、この条例は、公布の日から施

行することを規定しております。次の頁から最後の頁ま

での附則第２条から第４条につきましては、個人及び法

人町民税及び固定資産税に関する経過措置を規定して

いるものであります。 

 以上をもちまして、上富良野町税条例の一部を改正す

る条例の専決処分についての報告といたします。 

 御承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、御質疑

があれば賜ります。 

○議長（西村昭教君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） 頁がふっておりませんけれども、

附則第２０条７ページでしょうか、附則第２０条の５第

２項中、医療費控除額を若しくは医療費控除額。その若

しくはとはどのようなことでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） 村上議員の御質問にお

答え致します。実は本年度から特定健診制度がスタート

してございますが、一部特定健診に係る個人の負担金に

ついて、医療費の控除の対象とすることの条文を整理し

たものであります。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。他にございま

せんか。 

５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） ふるさと納税のことについてお

伺いいたしますが、これは納税する場所については、特

定されないと言うかたちになっておりますが、そうしま

すと他の市町村に、自分の、そういったお金を使ってい

ただきたいということになった場合、当然、地元の税収

が落ちるかたちになると思うのですが、その部分の対応

等というのはどのようになるのか、その寄付の控除の対

象となるのか、もう一度確認していきたいというふうに

思います。 

 次にお伺いしたいのは、いわゆる４７条の２のこっち

の町民税の納税の仕方で、今回は６５歳以上のかたを対

象にした特別徴収というかたちになっておりますが、こ

れよくわからないのですが、仮にこれが知らされない中

で徴収されるというかたちだというふうに思いますが、

この間、介護保険にしても、今回の改正された部分の納

税のあり方についても、非常に後期高齢者についての、

誠に住民の知らない間にこういう制度が作られるとい

う中で、やはり問題が多いかたちになっております。こ

のできた背景というのがどういうものなのか、その意図

がよくわからないので、なぜこの６５歳以上のかたを特

別徴収の対象としたのか、この点、お伺いしていきたい

というふうに思います。 

 あと、株式の譲渡益等の関係なんですが、例えば１０

０万で時価相場と、買った時の帳簿価格と、実際、売っ

た場合の差損が発生した場合の、その対応というのは、

どのような、いわゆる課税の減税の内容というのが変わ

るのかどうなのか、この点も合わせてお伺いしていきた

いと思います。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） ５番、米沢議員の３点

の御質問にお答えしていきたいと思います。 

 まず、ふるさと納税関連でございますが、議員おっし

ゃるとおり、例えば町の、どこか違う自治体に思いを寄

せて寄付をされた。そうしますと上富良野町の町民税に

つきましては、その分、放棄されますので、町の税収が

少なくなる。こういうことになる訳で、個々それぞれの

思いによって行う行為でございますので、これを止める

わけにはいきません。ただ、上富良野町に思いを寄せい

ているかたも、もちろんいますので、今後、これらにつ

いては、総務課と現在協議をしていますが、ふるさと納

税にかかる寄附金条例を早い段階でそれを立ち上げて、

さらにホームページ或いは広報、或いはダイレクトメー

ル等で周知を図りながら、是非、全国に散らばっている、

上富良野町を応援する意思のある方に上富良野町に寄

附をしていただけるような対策を今やっているところ

であります。 

 次の２点目の６５歳以上の町民税の特別徴収の関係

でありますが、これにつきましても実は平成１２年度介

護保険制度がスタートした以降、介護保険料につきまし

ても、年金からの天引きがありました。さらには今年度

４月からは後期高齢者の保険料、さらには国保の保険料

につきましても、年金からの特別徴収が始まったと。実

は町民税につきましても、これらの流れを受けまして、

同じような対応をするという事が決まったところであ

ります。国でいいますのは、６５歳以上の高齢者の方が

役場の窓口、或いは国の機関等で今まで払っていた手間

を少しでも省けるようにという事が一つの理由であり

ますし、さらには市町村の事務手続きあるいは、しいて

は徴収の強化に繋がるだろうということで、この制度が

導入される事になったわけであります。 

 ３点目の株式譲渡の関係でありますが、損失を受けた
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場合、今までもそうですが、売買によって損失を受けた

部分について、一定程度その損失をあくる年以降の税に

控除する制度がございますので、その様な対応は図ると

ころであります。以上であります。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） ふるさと納税については、いろ

いろと上富良野町を応援してくれる方もあるでしょう

し、また、逆なかたちもありますし、その点はやはり町

に何らかのかたちで税が促進されるようなかたちは、大

変よろしいというように思います。聞いた例が答弁漏れ

したと思うのですが、いわゆる減税になった場合の措置

としては交付税で算入されるというかたちで理解して

よろしいのかどうか、その点お伺いいたします。 

 次に２点目にお伺いしたいのは、この６５歳以上を対

象とした町民税の口座の引き落としの件ですが、聞きま

したら、窓口に来て払う利便性を取り除いて、いわゆる

自動的に、窓口に来なくても払えるようにしたという事

なんですが、そこでお伺いしたいのですが、これは本当

に納税者の利便性があるのかという疑問があるのです

が、この点はどうなのかと。もうひとつ後期高齢者につ

いても、いわゆる年金の１万５，０００円未満の方につ

いては、普通徴収というかたちになっていると思います

が、この点は、今回適用があるのかどうかという点、お

伺いしたいと思います。なによりも問題は住民の意思に

関わりなく、特別徴収という事にね、後期高齢者と同じ

ように国民健康保険税もそうなんですが、問題だと思う

んですよ。で、こんなのが地方でまかり通るというよう

な条例というのはね、とんでもない話だというふうに私

は感じるんですが、町長は今回のこの税の改正に当たっ

て、この徴収の仕方が本当に今の物価高や個人の意思の

納入方法に有無も言わせずに徴収することはね、本当に

徴収の促進に繋がるかどうなのか、仮に数字上、上がっ

たとしても一方で生活が大変な時に徴収の相談、いわゆ

る納税の相談もできないという問題点も一方で発生す

るんではないかと思うんですが、この点、どうなのかと

いう事をお伺いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） 米沢議員の御質問でご

ざいますが、まず１点、ふるさと納税に伴いまして、税

収が仮に落ち込んだという状況になったとしても、この

交付税の算入には対象とならないところであります。２

点目の６５歳以上の特別徴収の関係でございますが、も

ちろん制度がスタートするのは２１年の１０月から、こ

の年金の特別徴収が始まるわけでございますが、その間、

まだ、時間がございますので、住民への周知、対象者へ

の周知については万全を期して、混乱のないような対応

をしてまいりたいというふうに思ってございます。また、

特に高齢になってからの外出等で、例えば銀行に行かれ

る、役場の窓口に来られる、これらの方々についての利

便性という観点では、一方では確かに利便性が図れるか

なというふうに思ってございます。もちろん対象者の

方々については抵抗があると思いますが、その点につい

ては十分、制度スタートまでに御理解を頂くような努力

をしてまいりたいというふうに考えてございます。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ５番米沢議員の御質問にお答え

させていただきます。基本的には今、担当課長がお答え

したとおりでありますが、利便性というものがあるとい

う事の反面、今、議員が御懸念示しておりますような部

分もあるということは私自身も認識をいたしておりま

す。そういった対応につきましては、行政としても十分

な配慮等々も考えていかなければならない課題かなと

いうふうには認識しておりますが、基本的には納めるも

のは納めていただく。支払うものは支払っていただくと

いうことの基本の中で対処していくという事が前提で

あるというふうに思っております。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） その点については、町民税の納

税のあり方については、私は本当に問題だというふうに

思いますし、専決処分の内容も非常に問題あると思いま

す。それと、ふるさと納税については自治省の内簡文書

をみましたら、交付税に算入されるというかたちで、減

収部分は自治体にその基準財政需要額の７５％を算入

されるという表現になっていたと思うんですが、ここは、

担当課長の答弁でしたら、算入はないんだというふうに

言われているんですが、この点、どういうふうになって

いるのか確認お願いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） 大変申し訳ありません。

確認の上、後ほど回答させていただきたいと思います。

申し訳ありません。 

○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり。） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって、本件

の報告を終わります。 

 

 

◎日程第４ 報告第１号 

○議長（西村昭教君） 日程第４ 報告第１号専決処分

報告の件（交通事故に係る和解及び損害賠償の額を定め

る件）の報告を行います。本件の報告を求めます。 

総務課長。 
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○総務課長（北川雅一君） ただいま上程されました報

告第１号専決処分報告につきまして、その概要を申し上

げます。 

本件は、平成２０年１月９日午後３時３５分ごろ、当

町を運行しております路線バス（里仁・江幌・静修線）

におきまして、町道東２丁目通りを久保商店前停留所か

ら保健福祉総合センター停留所に向かって直進してい

たところ、南２条通り（大町１丁目）の交差点で、右側

方向から一旦停止を無視し交差点に進入して来た相手

車両の左側面と、バスの前部に衝突したものであります。 

 なお、このバスには幸い乗客はおりませんでした。 

 この事故につきましては、当町のバスが交差点進入に

際し、相手方が一時停止を怠ったことによる衝突であり

ますことから、過失割合は当方２５％、相手方７５％と

決定したものであります。 

 この町路線バスにつきましては、委託運行をしている

路線でありますことから委託事業者に安全運転の徹底

について申し入れを行うとともに、職員に対しても交通

事故について注意喚起をしたところでございます。この

たび交通事故の発生につきまして深くお詫び申し上げ

ます。 

 以下、朗読をもちまして説明とさせていただきます。 

 報告第１号、専決処分報告の件、地方自治法第１８０

条第１項の規定により、議会において指定されている事

項について、次のとおり専決処分したので、同条第２項

の規定により報告する。記、処分事項、交通事故に係る

和解及び損害賠償の額を定める件。 

 専決処分書、町が運行する車両の事故に係る和解及び

損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第１８

０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。記、

１ 和解の相手方 上富良野町●●●●●●●●●● 

●●●●、２ 和解の内容 （１）上富良野町は、相手

方 ●●●● に対し、金５２，２５０円を支払う。（２）

相手方 ●●●● は、上富良野町に対して、本件に関

し、今後上記の金員を除き一切の請求をしない。 

以上、専決処分報告といたします。御承認賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、御質疑

があれば賜ります。 
（｢なし｣と呼ぶ者あり。） 

○議長（西村昭教君） 御質疑がなければ、これをもっ

て、本件の報告を終わります。 

 

 

◎日程第５ 報告第２号 

○議長（西村昭教君） 日程第５ 報告第２号専決処分

報告の件（交通事故に係る和解及び損害賠償の額を定め

る件）の報告を行います。本件の報告を求めます。 
建設水道課長。 

○建設水道課長（北向一博君） ただいま、上程いただ

きました、報告第２号 専決処分の報告につきまして、

その概要の説明を申し上げます。 

本件の発生状況につきましては、平成２０年３月１０

日午前９時１０分ごろ、町内●●●●●●●●●●、●

●●宅の車庫から、同氏所有の車両を前進で、町道丘町

１丁目５番通りに出ようとした際に、町道路面との接触

により、前部のバンパーを損傷したものであります。 

原因としては、例年同場所で発生している簡易舗装面

の凍上による段差が、本年は異例に大きな２５センチメ

ートルにも及び、加えて、解け残っていた積雪が、この

段差を見えづらくしていた事が上げられます。 

町道の適正な維持管理に欠けていたことを主要因と

しておりますが、運転者の安全運転義務を怠ったという

点を加味し、過失割合を当方３０％、相手方７０％、賠

償額１３,３５６円の金額で、平成２０年４月８日、専

決処分しましたので、深くおわびを申し上げるとともに、

報告するものでございます。 

本件の例のような、凍上による段差発生や、路面の損

傷など、補修を要する箇所や路線は数多くあることから、

今後とも、計画的かつ効果的な改善を図ってまいる所存

でございます。 

しかしながら、財政的な事情から時間を要すること、

また、冬期間については日々刻々と変化する道路状況を、

常時監視することは困難なため、町民の皆様による通報

の御協力をお願いし、土のう布設などの応急措置を行な

うなど、随時迅速な対応を図ってまいります。 

以下、朗読をもちまして説明とさせていただきます。 

 専決処分報告の件、地方自治法第１８０条第１項の規

定により、議会において指定されている事項について、

次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により

報告する。記、処分事項、交通事故に係る和解及び損害

賠償の額を定める件。 

専決処分書、町が管理する町道の事故に係る和解及び

損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第１８

０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。記、

１ 和解の相手方 上富良野町●●●●●●●●●●

●●●●、２ 和解の内容 （１）上富良野町は、相手

方 ●●●● に対し、金１３，３５６円を支払う。（２）

相手方 ●●●● は、上富良野町に対して、本件に関

し、今後上記の金員を除き一切の請求をしない。 

以上、専決処分の報告といたします。御了承賜ります

よう、お願い申し上げます。 
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○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、御質疑

があれば賜ります。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり。） 

○議長（西村昭教君） 御質疑がなければ、これをもっ

て本件の報告を終わります。 

○議長（西村昭教君） 先ほど米沢義英君より質問のあ

りました件に関しまして、確認ができましたので、答弁

をいたさせます。 

町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） 先ほどの５番米沢議員

の御質問にお答えしたいと思います。答弁漏れのお答え

をしたいと思います。 

いわゆるふるさと納税に関連する交付税の算入の件

でございますが、実はふるさと納税には二通りの今回改

正がございまして、いわゆる条例で設定いたします地方

公共団体或いはこれらに寄付のある、いわゆる現行寄附

制度を拡充したもの。これら社会福祉法人ですとか公益

法人に寄付をしたものについても、寄附金税制の対象と

しますよという項目があります。実はそちらのほうには

交付税の算入はございません。一方、上富良野町民が他

の町に寄付をして、結果、上富良野町の税収が落ち込ん

だものについては、結果として交付税の算入となること

が確認とれましたので、大変申し訳ございませんでした

が、そのようなことで御理解いただきたいと思います。 

 

 

◎日程第６ 議案第１号 

○議長（西村昭教君） 日程第６ 議案第１号専決処分

の承認を求める件（平成１９年度上富良野町一般会計補

正予算（第７号））を議題といたします。提出者から提

案理由の説明を求めます。 

総務課長。 

○総務課長(北川雅一君) ただ今上程いただきました

議案第１号平成１９年度上富良野町一般会計補正予算

（第７号）の専決処分を行いました要旨を説明申し上げ

ます。 

 本件は、これから申し上げます５点の要因によりまし

て、年度末の３月３１日をもって、町長において専決処

分を行った次第であります。 

 １点目は、地方交付税の特別交付税についてでありま

すが、最終交付額の決定に伴い３月交付分として1億５，

００１万８，０００円の交付となり総額２億６，５８３

万２千円で前年対比０．４％増となったところでありま

す。特別交付税の増額要因として、頑張る地方応援プロ

グラムに係る経費の算定、原油高騰対策など当初予算よ

り６，６８３万２，０００円の増額となったところであ

ります。このほか、国から交付される地方譲与税を始め

各種の交付金額の確定にあわせまして、予算の更正手続

きをとったところであります。加えまして、町税の収納

につきましても、最終徴収見込みによりまして９７１万

１，０００円を増額計上したところであります。 

２点目は、冬季生活支援事業について、昨年１２月議

会に原油価格高騰を背景とする燃料単価上昇に伴い、高

齢者等のうち低所得の状況にある方へ、経済的負担の軽

減を講じるため、所要額の歳入歳出予算措置をいただき

ました。事業が完了しその結果、受給者は１７５名、総

額１７５万円の支給となったところであります。また、

北海道より灯油に係わる地域政策総合補助として２５

万２，０００円を歳入計上したところであります。 

 ３点目は、寄附関係でありますが、上富良野町振興公

社から９５０万円、また、一法人及び町民の方から４件

で７８万円頂戴いたしました。寄附いただいた方の趣旨

に沿いまして予算措置を講じたところでございます。 

 ４点目は、地方債の補正につきましては、島津地区道

営経営体育成基盤整備事業、東中橋架替事業及び町営住

宅整備事業費確定に伴い限度額の調整を行うものであ

ります。 

 ５点目は、これまで申し上げました案件の調整の結果、

さらに財源的に余剰にとなります部分につきましては、

今後の財政需要に備え財政調整基金へ４，０００万円、

公共施設整備基金へ４，０００万円、地域福祉基金へ２

３万円、農業振興基金へ１，０００万円及び十勝岳地区

開発事業基金へ９５０万円をそれぞれ積み立てること

を内容として、予算の専決処分を行った次第であります。 

 それでは、以下議案の説明につきましては、議決項目

の部分につきまして説明をし、予算の事項別明細書につ

きましては省略をさせていただきますので御了承願い

ます。議案第１号専決処分の承認を求める件。地方自治

法第１７９条第１項の規定により、下記事項について別

紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により

報告し、議会の承認を求める。記、処分事項、平成１９

年度上富良野町一般会計補正予算（第７号）。裏面をご

らんいただきたいと思います。専決処分書 平成１９年

度上富良野町一般会計補正予算（第７号）を地方自治法

第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分

する。平成２０年３月３１日、上富良野町長 尾岸孝雄。

次に補正予算につきまして、議決対象項目について朗読

してまいります。平成１９年度上富良野町一般会計補正

予算（第７号）。平成１９年度上富良野町の一般会計の

補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。（歳

入歳出予算の補正）第１条 歳入歳出予算の総額に歳入

歳出それぞれ７，８７７万７，０００円を追加し、歳入
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歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６４億８，１３２万

３，０００円とする。２ 歳入歳出予算の補正の款項の

区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。（地

方債の補正）第２条 地方債の変更は、「第２表 地方

債補正」による。１ページをお開きください。概要につ

きましては、款ごとの名称と補正額のみ申し上げます。 

第１表 歳入歳出予算補正。 

１、歳入。 

１款町税９７１万１，０００円。 

２款地方譲与税１８９万４０００円。 

３款利子割交付金２万５，０００円。 

４款配当割交付金９７万９０００円。 

５款株式等譲渡所得割交付金８７万８，０００円の減。 

６款地方消費税交付金４１万６，０００円。 

８款自動車取得税交付金１４６万１，０００円の減。 

１０款地方交付税６，６８３万２，０００円。 

１１款交通安全対策特別交付金１６万５，０００円の

減。 

１５款道支出金２５万２，０００円。 

１７款寄附金１，０２８万円。 

１８款繰入金３５４万１，０００円の減。 

２０款諸収入６６万７，０００円の減。 

２ページに移ります。 

２１款町債、４９０万円の減。 

歳入合計が７，８７７万７，０００円となります。 

３ページをお開き願います。 

 ２、歳出。 

 ２款総務費８，０００万円。 

 ３款民生費３０２万円の減。 

 ６款農林業費８６５万１，０００円。 

 ７款商工費９５０万円。 

 ８款土木費５１１万６，０００円の減。 

 １０款教育費３万７，０００円の減。 

 １４款予備費１，１２０万１，０００円の減。 

 歳出合計７，８７７万７，０００円となります。 

 ４ページに移ります。 

第２表、地方債補正。 

冒頭申し上げましたように、この３事案につきまして

は、事業費確定に伴い地方債の限度額を変更するもので

ございます。以上、議案第１号平成１９年度上富良野町

一般会計補正予算（第７号）の専決処分内容の説明とい

たします。御審議いただきまして、御承認下さいますよ

うお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の説明

を終わります。これより質疑に入ります。 

５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） １８ページの冬季の高齢者の支

援事業について、何点か質問したいと思いますが、当初、

急遽という事もありまして、４００数十名でしたでしょ

うか、対象者という設定がありましたが、実際は２１８

名で最終決定が１７５名と言うかたちに、世帯がなって

おりますが、そこでもうちょっと考えなければならない

ことがあったのではないかというふうな点があります

ので、町の設定は生活保護基準のいわゆる世帯の１．１

倍というかたちの設定がされました。この１．１倍とい

う事になれば、かなりの方がわずかに、例えば簡単な話

をしますが、１万円超えたらとか、５，０００円超えた

らとか、こういう方が聞いたらおられるんですよ。そう

いう状況の中で最終的に１７５名というかたちになっ

たかと思うんですが、その基準の設定の仕方が、どうだ

ったのかというふうに考えているところなんですが、お

そらく町の方では他の動きも見て、その位置に設定した

んだというふうに思うわけなんですが、この点はどうよ

うにおさえられているのかどうなのか、お伺いしていき

たいと思います。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ５番米沢議員の冬季生

活支援の御質問でございます。御意見のように当初予算

におきまして、今、約５００名の枠を予算計上いたしま

して、スタートしたわけですけれども、その状況といた

しましては、結果として１７５名という数字に終わった

わけであります。この事業をスタートするに当たって、

やはり低所得者という方に対して、生活支援をしようと

ういう中におきまして、町民税の非課税世帯の中から、

やはり、更にといいますか、一定所得以下の方々に対し

てという考え方で進めていったわけであります。これま

で例えば町におきましては、年末の助け合いにおきまし

ても生活保護基準同等のかたちでやっているというか

たちであります。それから、非課税世帯におきましても、

中には収入が、相当収入があるという方も、或いはとい

うことで、お聞きしているところでございまして、そこ

で生活保護基準でいう世帯の生活収入の１．１倍という

基準を設定をしたという事であります。管内の状況を見

ますとこういった方法でやるというところが何件かや

はりございました。そういったものを参考にいたしてお

ります。或いは非課税世帯をそのまま適用したところも

ありまして、考え方としては多様であったというように、

その町独自で進めてきたものと思います。上富良野町と

しましては、こういうかたちで１．１倍の収入をという

額で設定をしたことに対しまして、考え方としては、そ

れ以下の方々に対しての生活支援が図られたものと思
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っております。議員おっしゃられるように、わずかの額

をもって対象とならかったという方もおられることは

事実でありますが、上富良野町におきましての低所得者

に対する生活支援というかたちではこのようなかたち

で進めたことに、今年度はこういうかたちでやってきた

ことに対しての考え方を明確に低所得者の支援という

かたちで進めてきたことに対して、その低所得者に対す

る支援が図られたものというふうに押さえているとこ

ろであります。以上であります。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 確かにそういった部分はあるん

だろうと思いますが、しかし、１．１倍という事になれ

ば、本当に例えば高齢者でいえば７０か８０くらいで、

８万か９万ぐらいと思うんですが、それの１．１倍とい

うことで８，０００円とか９，０００円とか８万８，０

００円とか、そんなふうになるんだとかおもいますが、

そういう状況の中で物が上がって灯油が上がって、他の

ものが上がるという状況のなかで、本当に大変な生活を

送っている部分がありまして、こういった部分も含めて

全部網羅は当然できないんだろうというふうに思いま

すが、その基準が果たしてどうだったのかということを

考えた場合、いろいろ担当の課長がおっしゃるように要

素は含まさっているんだろうというふうに思いますが、

一定部分、改善する余地もあったんではないかなという、

私の印象として考えるところがありましたので、この点、

町長はどういう印象をお持ちなのか伺っておきたいと

思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ５番米沢議員の御質問にお答え

させていただきますが、基本的には今、担当課長がお答

えしたとおりであります。しかし、議員の御意見にもあ

りますように、私自身も本当にこの１．１倍というのが、

線引きが、本当に地域の皆さん方に生活支援という基本

からして、十分であったかという事につきましては、今

後、充分検討し、吟味していかなければならない部分か

なというふうに思っておるところであります。ただ、町

といたしましては、近隣町村と比較しますと、当初予定

では非常に我が町の低所得者の数が多いということの

基本の中で、１．１というものを設定させていただきま

したが、しばらくこの制度等々も対応しておりませんで

したので、十分その認識についても反省をしながら、今

後の対応の中で十分、今、御指摘のありました点も含め

ながら、この制度の対応につきましては、十分、今後検

討していかなければならないというふうに思っており

ます。 

○議長（西村昭教君） 他にございませんか。なければ、

これをもって質疑・討論を終了いたします。これより、

議案第１号を採決いたします。本件は、原案のとおり承

認することに御異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり。） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。よって

本件は、原案のとおり承認されました。 

 

 

◎日程第７ 議案第２号及び 

日程第８ 議案第３号 

○議長（西村昭教君） 日程第７ 議案第２号畜産担い

手育成総合整備事業（再編整備型事業）委託契約締結の

件及び日程第８、議案第３号、財産の取得及び処分の件

(畜産担い手育成総合整備事業により設置する施設)を一
括議題といたします。提出者から提案理由の説明を求め

ます。 

産業振興課長。 

○産業振興課長（伊藤芳昭君） ただいま上程いただき

ました議案第２号、畜産担い手育成総合整備事業（再編

整備型事業）委託契約締結の件につきまして、提案理由

を申し上げます。 
 本事業の内、草地造成整備事業につきましては、平成

１８年度の事業開始に伴い、北海道農業開発公社並びに

事業参加者との委託契約により事業実施しております

が、事業参加者の追加により、計画変更が生じたことか

ら、これら事業の増額分に係る委託契約を北海道農業開

発公社並びに新たに事業に参加する農業者と契約を締

結するものであります。 
 追加する事業内容につきましては、草地造成整備４０

ｈａ、道路整備 ３１０ｍ、施設、用地造成４ｈａであ

ります。また、事業費の増額分といたしましては、１億

７９０万９，０００千円となります。 
以下、議案を朗読し説明といたします。 
 議案第２号、畜産担い手育成総合整備事業（再編整備

型事業）委託契約締結の件。畜産担い手育成総合整備事

業実施要綱により実施する事業の委託契約を、次により

締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議

決を求める。記、１ 契約の目的 畜産担い手育成総合

整備事業、２ 契約の方法 随意契約による、３ 契約

金額 １億７９０万９，０００円、４ 契約の相手方 

札幌市中央区北５条西６丁目１番地２３ 財団法人北

海道農業開発公社 理事長 西山泰正、５ 契約期間 

契約の日から平成２２年３月３１日。 

 続きまして、議案第３号、財産の取得及び処分の件に

つきまして、提案理由を申し上げます。 
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 畜産担い手育成総合整備事業のうち、施設整備事業に

つきましては、平成１８年度の事業開始に伴い、北海道

農業開発公社並びに事業参加者と譲渡契約を結んで実

施しており、毎年度、公社より、整備後の施設を財産と

して取得し、事業参加者へ処分を行っておりますが、事

業参加者の追加により計画変更が生じたことから、これ

ら事業の増額分に係る譲渡契約を、北海道農業開発公社

並びに新たに事業参加する農業者と締結するものであ

ります。 
 追加する事業内容につきましては、看視舎１棟、畜舎

１６棟、飼料調整庫２棟、バンカーサイロ１基、尿処理

施設２基、堆肥化処理施設１式であります。また、事業

費の増額分といたしましては、１９億５，１２１万６，

０００円となります。 
以下、議案を朗読し説明といたします。 
議案第３号、財産の取得及び処分の件。畜産担い手育

成総合整備事業実施要綱により設置する施設を、次によ

り取得及び処分するため、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定によ

り、議会の議決を求める。記、１ 取得及び処分の目的 

畜産担い手育成総合整備事業実施要綱により設置する

施設、２ 取得及び処分の方法 譲渡契約による、３ 

取得予定金額 １９億５，１２１万６，０００円、４ 処

分予定金額 １９億５，１２１万６，０００円、５ 取

得の相手方 札幌市中央区北５条西６丁目１番地２３ 

財団法人北海道農業開発公社 理事長 西山泰正、６ 

処分の相手方 畜産担い手育成総合整備事業実施要綱

による事業参加者、７ 取得及び処分の期間 契約の日

から平成２２年３月３１日。以上であります。御審議い

ただきまして、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の説明

を終わります。これより議案第２号及び議案第３号を一

括して質疑に入ります。 

１１番渡部洋己君。 

○１１番（渡部洋己君） この中で草地造成、これがあ

るんですけれども、この場合、例えば道路を付けようと

いう時には、それらを含めたとういうか、道路は造って

も、あとで町が砂利を入れたりしなければならないのか、

その辺、全部整備されるのか聞きたい。 

○議長（西村昭教君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（伊藤芳昭君） １１番、渡部議員の御

質問にお答え申し上げます。道路の件でございますけれ

ども、これは砂利も含めて、補助対象になっております

ので、砂利を含めた中の完成ということで受け止めてお

ります。 

○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。なけれ

ば、これをもって質疑・討論を終了いたします。これよ

り、まず、議案第２号畜産担い手育成総合整備事業（再

編整備型事業）委託契約締結の件を採決いたします。本

件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり。） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。よって

本件は、原案のとおり可決されました。次に、議案第３

号財産の取得及び処分の件(畜産担い手育成総合整備事

業により設置する施設)を採決いたします。本件は、原

案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり。） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。よって

本件は、原案のとおり可決されました。 
 

 

◎日程第９ 議案第７号 

○議長（西村昭教君） 日程第９ 議案第７号財産の取

得の件(戸籍事務情報システム)を議題といたします。提
出者から提案理由の説明を求めます。 
町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ただいま上程されまし

た、議案第７号 財産取得の件につきまして提案の趣旨

を御説明申し上げます。 
 現行の戸籍事務情報システムは、平成１２年から賃貸

契約により稼動しておりますが、このシステムにつきま

しては、旧式なため平成１７年度から開発メーカーから

のシステムサポート体制も既に終了されておりまして、

予期せぬシステム障害や法改正によるバージョンアッ

プにも対応が困難な状況にあるため、後継システムの切

り替えが必要となっております。このことから、今年度

中に戸籍事務情報システムの整備をいたしまして、戸籍

関連業務に万全を期そうとするものでございます。 
本件の取得いたします戸籍事務情報システムは、上富

良野町への譲渡を前提として、５月２日に北海道市町村

備荒資金組合と富士ゼロックスシステムサービス株式

会社とにおいて、８９２万５，０００円の売買契約に関

する仮契約の締結がなされております。 
この財産につきまして、北海道市町村備荒資金組合か

ら上富良野町へ譲渡を受けるため、財産取得の議決を求

めるものであります。 
なお、譲渡代金の支払いにつきましては、取得価格に

年０．７％の利息を付けまして本年度から平成２４年度

までの５年間で支払いをするものです。 
また、今年３月の第１回町議会定例会におきまして、

債務負担行為の議決をいただいているところでござい

ます。 
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以下、議案を朗読し、説明とさせていただきます。 
 議案第７号、財産取得の件。戸籍事務情報システムを

次により取得するため、議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、

議会の議決を求める。記、１ 取得の目的 戸籍事務情

報システム整備事業、２ 取得の方法 北海道市町村備

考資金組合からの譲渡、３ 取得金額 ８９２万５，０

００円、４ 取得の相手方 札幌市中央区北４条西６丁

目北海道自治会館内 北海道市町村備考資金組合 組

合長 上野晃、５ 納期 平成２０年１０月1日。 
以上で説明といたします。御審議いただきまして、

議決賜りますようお願い申し上げます。 
○議長（西村昭教君） これをもって提案理由の説明を

終ります。これより質疑に入ります。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり。） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質疑、

討論を終了いたします。これより議案第７号を採決いた

します。本件は、原案のとおり決することに御異議あり

ませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり。） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。よって

本件は、原案のとおり可決されました。 
 

 

◎日程第１０ 議案第４号 

○議長（西村昭教君） 日程第１０ 議案第４号演習場

進入路・北２４号道路舗装補修工事請負契約締結の件を

議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めま

す。 

建設水道課長。 

○建設水道課長（北向一博君） ただいま上程いただき

ました、議案第４号、演習場進入路・北２４号道路舗装

補修工事請負契約締結の件につきまして、提案理由の御

説明を申し上げます。 

本工事は、平成１９年第４回定例会において繰越明許

費の補正を頂き、防衛省所管の委託及び補助事業として

実施するものであります。 

工事概要としましては、演習場進入路１,０８７.８８

メートル、及び道々上富良野旭中富良野線から演習場進

入路取付未補修部分までの北２４号道路７６１.９３メ

ートル、総延長１，８４９．８１メートルについて、戦

車走行により損耗した路面をオーバーレイにより補装

補修するものであります。 

演習場進入路については、防衛省の直轄施工が本来で

ありますが、町道北２４号道路の補修と一括で実施する

ことが費用縮減につながるという理由により、一括施工

を条件に町が受託するものであり、進入路と町道北２４

号を合わせて発注するものであります。 

次に、本議案につきましては、５社を指名いたしまし

て、５月７日、入札を行った結果、道路工業株式会社が

１億５００万円で落札し、消費税を加算いたしまして本

議案の１億１,０２５万円であります。 

参考までに、落札率につきましては、９５.７９％で

ございまして、２番札は道路建設株式会社の１億１,０

６７万円であります。 

以下、議案を朗読し提案理由の説明にかえさせていた

だきます。 

議案第４号、演習場進入路・北２４号道路舗装補修工

事請負契約締結の件。演習場進入路・北２４号道路舗装

補修工事の請負契約を次により締結するため、議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例第２条の規定により、議会の議決を求める。記、１ 契

約の目的 演習場進入路・北２４号道路舗装補修工事、

２ 契約の方法 指名競争入札による、３ 契約金額 

１億１，０２５万円、４ 契約の相手方 旭川市東５条

２丁目２番１３号 道路工業株式会社旭川営業所 所

長 茶木俊博、５ 工期 契約の日から平成２０年１２

月２６日。 

以上、説明を終わります。御審議賜りまして、議決く

ださいますよう、お願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって提案理由の説明を

終ります。これより質疑に入ります。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり。） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質疑、

討論を終了いたします。これより議案第４号を採決いた

します。本件は、原案のとおり決することに御異議あり

ませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり。） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。よって

本件は、原案のとおり可決されました。 

 

 

◎日程第１１ 議案第５号 

○議長（西村昭教君） 日程第１１ 議案第５号中の沢

排水路整備工事請負契約締結の件を議題といたします。

提出者から提案理由の説明を求めます。 
建設水道課長。 

○建設水道課長（北向一博君） ただいま上程いただき

ました、議案第５号、中の沢排水路整備工事請負契約締

結の件につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 
本工事につきましては、防衛省所管の障害防止事業と

して実施するものであります。 
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工事概要としましては、演習場内からの雨水等による

農地湿潤や表土流出を防止するため、旭野、中の沢地区

の素掘り排水路について、流下経路を整斉し、延長１,
３８９メートルについて大型トラフを布設するもので

あります。 
次に、本議案につきましては、地元業者を含む７社を

指名いたしまして、５月７日、入札を行った結果、高橋

建設株式会社が２億円ちょうどで落札し、消費税を加算

いたしまして本議案の２億１,０００万円であります。参
考までに、落札率につきましては９５. ２９％で、２番
札は新島工業株式会社の２億１,８４０万円であります。 
以下、議案を朗読し、提案理由の説明にかえさせてい

ただきます。 
議案第５号、中の沢排水路整備工事請負契約締結の件。

中の沢排水路整備工事の請負契約を次により締結する

ため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求め

る。記、１ 契約の目的 中の沢排水路整備工事、２ 契

約の方法 指名競争入札による、３ 契約金額 ２億１，

０００円、４ 契約の相手方 上富良野町錦町１丁目1
番２０号 高橋建設株式会社 代表取締役 北川昭雄、

５ 工期 契約の日から平成２１年３月３日。 
以上で、説明を終わります。御審議賜りまして、議決

くださいますよう、お願い申し上げます。 
○議長（西村昭教君） これをもって提案理由の説明を

終ります。これより質疑に入ります。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり。） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質疑、

討論を終了いたします。これより議案第５号を採決いた

します。本件は、原案のとおり決することに御異議あり

ませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり。） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。よって

本件は、原案のとおり可決されました。 

 

 

◎日程第１２ 議案第６号 

○議長（西村昭教君） 日程第１２ 議案第６号富町団

地町営住宅新築工事(建築主体工事)請負契約締結の件を
議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めま

す。 
建設水道課長。 
○建設水道課長（北向一博君） ただいま上程いただき

ました、議案第６号、富町団地町営住宅新築工事（建築

主体工事）請負契約締結の件につきまして、提案理由を

御説明いたします。 

本工事は、国土交通省の補助採択を受け整備するもの

でございます。 

富町団地は、平成５年から８年度にかけて、老朽化し

ていた部分を６棟の２階建てに改築しておりますが、残

る昭和４０年度以降に建築された１０棟２６戸を、平成

２０年度から２２年度の３ヵ年で、３棟３５戸とするも

のであります。各年度２階建て１棟ずつを新築するもの

であり、本年度は１０戸１棟、２１年度は１５戸１棟、

最終年度は１０戸１棟の計画となっております。 

今般の工事内容につきましては、３棟６戸を取り壊し、

鉄筋コンクリートづくり２階建て、建築延べ面積は７０

５.９４平方メートルを建築するものであります。１階

は２ＤＫ２戸、１ＬＤＫ４戸の６戸、２階には２ＬＤＫ

２戸、３ＬＤＫ２戸の４戸で、合計１０戸となっており

ます。 

業者選定につきましては、入札参加指名選考委員会に

おきまして、建築主体工事、機械設備工事、電気設備工

事、外構工事の４工種に分割し、上程いただいた建築主

体工事につきましては、町内業者を含む７社を指名し、

５月７日に入札を執行いたしました。結果は、佐川・木

津経常共同企業体が１億１,２９０万で落札し、消費税

を加えまして、本日議案の１億１,８５４万５，０００

円の契約金額となったところであります。参考までに２

番札は、株式会社アラタ工業の１億２,１８０万円であ

りました。 

また、議決外となりました機械設備工事につきまして

は、町内業者５社を含む６社を指名しまして、同日入札

の結果、株式会社有我工業所が１,９５０万円で落札し、

消費税を加えまして２,０４７万５,０００円の契約金

額となったところでございます。同じく電気設備工事に

つきましては、町内業者３社を含む５社を指名し、同日

入札の結果、有限会社大久保電気工業社が１,１８０万

円で落札し、消費税を加えまして１,２３９万円の契約

金額となったところであります。 

また、外構工事につきましては、町内業者4業者を含

む５社を指名いたしまして、同日入札の結果、山本建設

株式会社が６７５万円で落札し、消費税を加えまして７

０８万７,５００円の契約金額となったところでござい

ます。落札率は建築主体工事では９９.２７％、機械設

備工事では８７.０４％、電気設備工事では９７.８４％、

外構工事では９７.１２％となったところでございます。 

以下、議案を朗読し、提案理由の説明にかえさせてい

ただきます。 

議案第６号、富町団地町営住宅新築工事（建築主体工

事）請負契約締結の件。富町団地町営住宅新築工事（建

築主体工事）請負契約を次により締結するため、議会の
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議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第２条の規定により、議会の議決を求める。記、１ 

契約の目的 富町団地町営住宅新築工事（建築主体工

事）、２ 契約の方法 指名競争入札による、３ 契約

金額 １億１，８５４万５，０００円、４ 契約の相手

方 佐川・木津経常共同企業体 代表者 上富良野町栄

町２丁目５番３号 株式会社 佐川建設 代表取締役 

佐川泰正、構成員 上富良野町大町１丁目８番７号 有

限会社 木津建設 代表取締役 木津雅文、５ 工期 

契約の日から平成２０年１２月２２日。 

以上、説明といたします。御審議賜りまして、議決く

ださいますよう、お願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって提案理由の説明を

終ります。これより質疑に入ります。 
５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 何点か質問させていただきたい

と思いますが、公営住宅の建設等に当たっては、非常に

老朽化が進んでおります。そこで今までの建設された公

営住宅のいろんな入居者の意見も聞いて、更に改善され

た部分もあるのかなというふうに思いますが、その点。

それと今回この契約金額の中で労務経費というのは、大

体どれくらいの部分になっているのかというのと、一人

当たりの労務単価というんですか、どれくらいになって

いるか、わかればお伺いしていきたいというふうに思い

ます。 

 次に耐震性の問題も含めて、そういった構造が造られ

ているかと思いますが、どういうような構造設計になっ

ているのか、その点。更にお伺いしたいのは、施設の監

督という点で、いわゆる適時に建築の経過を監理監督す

るというのは当然でありますし、今までもやってこられ

たというふうに思ってますが、その部分についてはどう

いう監理監督の形態をたどるのか、いわゆる完了までそ

の部分について、お伺いしたいというふうに思います。 

 次に今回は、今年からでしょうか、事前公表がなくな

ったというふうに思いますが、そういう中で落札率とい

うんでしょうか、それが当初よりも、どういうふうに、

さほど変わってないのか、この点、お伺いしていきたい

というふうに思います。 

○議長（西村昭教君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ５番米沢議員の何点か

の御質問にお答えしますけれども、まず、過去に整備さ

れた公営住宅との比較、それから、改善の状況というこ

とで、御質問ですが、今回、富町団地、先に整備された

部分も含めて、高齢者、それから若年世帯、それぞれ１

棟にだいたい１０戸から１５戸ぐらいを集合いたしま

して、地域というか、建物の中で一つのコミュニティを

形成して、お互いに扶助できる、助け合いができるとい

うかたちで計画して集合型の住宅として建設しており

ます。ここら辺が大きな、現在、全国的な公営住宅の形

態の流れとなっておりますけれども、上富良野町も前回

の整備からも含めて、このような傾向で進めているとこ

ろであります。 

 それから２点目の工事設計内の労務単価につきまし

ては、ちょっと手持ちの資料がございませんので、後ほ

どお答えいたします。 

 次に耐震の設計、配慮につきましては、規定の設計基

準、十分満たすかたちで施工しておりまして、新しい建

物につきましては、問題なく対応できるというかたちで

考えております。 

工事進行に係ります監理監督につきましては、直轄で

行う建築士をもっておりますので、自前で監理監督して

適正に施工するよう行う予定となっております。以上で

す。 

○議長（西村昭教君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） 私の方から５点目の落札率の

関係について、御説明申し上げます。既に議員も御承知

のとおり、平成１９年度から予定価格の事前公表につい

ては、廃止をいたしたところであります。今、議員の方

から申されるように、私共も落札率の推移を見てますが、

１３年頃と思いますが、スタートしまして、当初段階で

は一定程度、落札率が下がっていた経過にございますが、

ここ若干戻りがありまして、これ私共、詳しく背景を調

査できませんが、いずれにしましても原油高騰の関係で

資材の市場価格が大きく影響しているものと思います。

いずれにしましても、私共も今後もそういう動向を把握

していかなければならないと思いますが、御案内のとお

り今も非常に原油の高騰が続いてます事から、非常に多

方面にわたりまして、資材の高騰という事になってござ

います。そういう事を背景としまして、一概に落札率の

低減ということは、なかなか成果を得られないと思いま

すが、いずれにしましても、そういう動向を見ながら、

そういう競争性を担保できるように考えているところ

であります。 

○議長（西村昭教君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） １点お伺いいたしますが、バリ

アフリーというかたちで設計がこの間されております

が、若干聞きましたら車椅子等で対応する場合、洗面台

ですか、そのところに車椅子で対応できないというよう

な、そういう部分も聞かれております。実際の入居され

ている方、その部分、突起が出ていたりとか、そういっ

た場合に、車椅子の方は当然、膝が前に出ますので、そ

ういった部分のきめ細やかな部分のところまで今回は

 14



水周りの面だとか、段差の面だとかというのは配慮され

ている部分があるかと思いますが、この部分はどのよう

になっているのか、トイレにいたっても、そういった対

応というのは、少ない団地ですから面積の中でなかなか

できない部分もあるというふうに思いますが、その部分

はどのようになっているかお伺いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） 実は先ほどお答えした

なかで、集合住宅のかたちで若い方とお年寄りがコミュ

ニティを作るという説明をしましたが、実際上、入口の

部分の段差が解消されるかたちの建物構造になってご

ざいません。これは冬に耐えられる建物構造ということ

で、やはり中に入ってしまえば、建物の中に入ってしま

えば段差はございませんけれども、入口部分が段差があ

りまして、車椅子が使えないという部分があります。ト

イレとか水周りにつきましては、隔壁を、一応間仕切り

はしてありますけれども、これを、寝たきりになった状

態とか、状況が変わった時点に対応できるように、間仕

切りを移動したり撤去したりできるように配慮した構

造となってございまして、一定程度のバリアフリー、ユ

ニバーサルデザインをクリアしておりますけれども、完

全なかたちでのフリースタイルにはなってございませ

ん。 

 それから、５番米沢議員の先ほどの労務単価の件につ

きましても、合わせてお答えしておきますけれども、工

種、例えば左官とか水道、水周り工事とかいろんな工種

によりまして労務単価が非常に他項目に及んでおりま

すので、後ほど労務の単価表というかたちで提出させて

いただきたいと思います。以上です。 

○議長（西村昭教君） 他にございませんか、なければ、

これをもって質疑、討論を終了いたします。これより議

案第６号を採決いたします。本件は、原案のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり。） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。よって

本件は、原案のとおり可決されました。 

 

 

◎閉会宣告 

○議長（西村昭教君） 以上をもって、本臨時会に付議

された案件の審議は、全部終了いたしました。これにて、

平成２０年第１回上富良野町議会臨時会を閉会いたし

ます。 

午前１０時３８分 閉会 
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